
凡例＝問問い合わせ /　申し込み

▼
開
設
日
時　

　
2
月
15
日
㈰
・
3
月
1
日
㈰
・
15
日
㈰

　
午
前
８
時
30
分
～
正
午

※�

必
ず
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

交
付
申
請
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
記
載
内
容
変
更
・
電
子

証
明
書
の
更
新
・
暗
証
番
号
の
再
設
定
は
受
け
付

け
ま
す
。

▼
交
付
場
所　
役
場
１
階　
住
民
課

�

問
住
民
課　
窓
口
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
６
２
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
カ
ー
ド

休
日
交
付
専
用
窓
口
開
設

そ

　の

　他

　
本
籍
地
か
ら
発
送
さ
れ
た
戸
籍
の
振
り
仮
名
の
通

知
書
（
ハ
ガ
キ
で
令
和
７
年
７
月
末
に
発
送
済
み
）

に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
振
り
仮
名
」
が
、
日
常
的
に

使
用
さ
れ
て
い
る
「
振
り
仮
名
」
と
違
う
場
合
は
、

５
月
25
日
ま
で
に
振
り
仮
名
の
届
出
が
必
要
で
す
。

　
「
ャ
・
ュ
・
ョ
・
ッ
」
な
ど
の
小
文
字
が
大
文
字

に
な
っ
て
い
な
い
か
、
濁だ

く
お
ん音
の
有
無
も
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
小
文
字
が
大
文
字
に
な
っ
て
い
る
等
の
相

違
が
あ
る
場
合
は
、
届
出
が
必
要
で
す
。

（
例
）
名
が
「
京
子
」
の
方

・
通
知
さ
れ
た
振
り
仮
名
が
「
キ
ヨ
ウ
コ
」

・�

日
常
的
に
使
用
し
て
い
る
振
り
仮
名
が
「
キ
ョ
ウ

コ
」
で
あ
る
場
合

→
相
違
が
あ
る
た
め
、
振
り
仮
名
の
届
出
が
必
要

▼�

届
出
方
法
（
３
つ
の
う
ち
い
ず
れ
か
）

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
、
郵
送
、
窓
口

※
す
で
に
届
出
が
お
済
み
の
方
は
不
要
で
す
。

※�

詳
細
は
下
記
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

�

問
住
民
課　
記
録
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
６
４
）

戸
籍
の
振
り
仮
名
の
確
認
は
お
済
み
で

す
か
？

行
政
書
士
無
料
相
談
会

▼�

日
時　
2
月
15
日
㈰　

　
午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分

▼
場
所　
利
根
町
文
化
セ
ン
タ
ー　
1
階
講
座
室

▼
相
談
受
付　
事
前
予
約
（
6
組
ま
で
）

▼�

相
談
内
容　
相
続
、
遺
言
、
農
地
転
用
、
外
国

人
の
在
留
資
格
、
官
公
署
の
許
認
可
全
般

　

�

午
前
10
時
～
午
後
2
時

※
相
談
日
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
で
申
し
込
む

問
☎
０
９
０
‐
１
６
０
３
‐
７
３
７
４　
野
村

介
護
者
の
つ
ど
い
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県
で
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
、
療
育
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
る
方
の
た
め
に
使
用
す
る
自
動
車

で
、
障
害
等
級
が
一
定
の
要
件
を
満
た
し
、
障
害

者
の
方
ご
本
人
も
し
く
は
障
害
者
の
方
と
生
計
を

一
に
す
る
方
が
所
有
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、
申

請
に
よ
り
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）

を
減
免
す
る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

減
免
申
請
は
管
轄
の
県
税
事
務
所
に
お
い
て
年
間

を
通
じ
て
受
け
付
け
し
て
お
り
ま
す
が
、
次
の
日

程
で
減
免
申
請
の
出
張
窓
口
を
設
置
し
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
受
け
付
け
日
時　
２
月
13
日
㈮

　
午
前
10
時
～
正
午　
午
後
1
時
～
３
時

▼
受
付
場
所

　
利
根
町
役
場　
福
祉
課
相
談
室　

※�

新
車
、
中
古
車
新
規
登
録
に
係
る
減
免
や
自
動

車
取
得
税
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
登
録
日
か
ら

30
日
以
内
に
管
轄
の
水
戸
ま
た
は
土
浦
県
税
事

務
所
自
動
車
税
分
室
で
お
願
い
し
ま
す
。

自
動
車
税
減
免
申
請
の
出
張
窓
口
開
設

　
家
族
の
中
に
精
神
障
害
の
当
事
者
を
持
つ
父
母

や
兄
弟
が
集
ま
っ
て
、
毎
月
１
回
「
家
族
を
支
え

る
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。「
支
え
る
会
」
は

家
族
や
親
族
だ
け
が
参
加
出
来
る
会
で
、
安
心
し

て
悩
み
を
話
し
合
い
、
多
く
の
参
考
意
見
が
聞
け

る
場
で
す
。
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
も
気
軽
に
お

立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

▼�

日
時

　
3
月
7
日
㈯　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

▼�

場
所

　
龍
ケ
崎
市
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー　
大
会
議
室

　
（
龍
ケ
崎
市
馴
馬
町
２
４
４
５
）

▼�

対
象
地
区　
利
根
町
・
龍
ケ
崎
市
・
稲
敷
市
・

河
内
町
・
つ
く
ば
市
・
そ
の
ほ
か

▼�

主
催　
龍
ケ
崎
地
方
家
族
会（
ピ
ア・か
た
つ
む
り
）

問
龍
ケ
崎
地
方
家
族
会
会
長

　
竹
之
内　
☎
１
６
１
４
‐
２
３
７
１

龍
ケ
崎
地
方
家
族
会

（
ピ
ア
・
か
た
つ
む
り
）
定
例
会

利根町商工会商品券
事業特設ホームページ

商
工
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
令
和
７
年
度
「
と
ね
ま
ち
地
元
応
援
！
プ
レ
ミ

ア
ム
付
商
品
券
」
の
使
用
期
限
は
２
月
28
日
㈯
ま

で
と
な
り
ま
す
。
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
使
用
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
お
早
め
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
そ
の
他
の
商
品
券
に
つ
き
ま
し
て
も
使

用
期
限
（
券
面
記
載
）
が
あ
り
ま
す
。
使
用
期
限

を
過
ぎ
た
も
の
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
商
品
券
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
利
根
町
商

工
会
商
品
券
事
業
特
設
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
障
害
や
病
気
を
理
由
に
、
こ
ど
も
が
で
き
な
く

な
る
手
術
や
、
こ
ど
も
を
生
み
育
て
た
い
と
思
っ

て
い
た
人
が
妊
娠
を
続
け
ら
れ
な
く
な
る
処
置
を

さ
れ
た
方
は
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
？
そ
の

よ
う
な
話
を
聞
い
た
ご
家
族
や
関
係
者
は
、
い

ら
っ
し
ゃ
ま
せ
ん
か
？
是
非
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
家
庭
庁
旧
優
生
保
護
法
補

　
償
金
等
相
談
窓
口

　
☎
０
３
‐
３
５
９
５
‐
２
５
７
５

　
平
日
午
前
10
時
～
午
後
５
時
（
土
・
日
曜
日
・

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

旧
優
生
保
護
法
補
償
金
等
相
談
窓
口

　
『
介
護
者
の
つ
ど
い
』
は
、
介
護
者
同
士
が
集

ま
り
、
毎
月
第
２
水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

座
談
会
や
食
事
会
な
ど
を
通
し
て
情
報
交
換
を
行

い
、
お
互
い
の
交
流
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
利
根
町
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
共
催
で

日
帰
り
旅
行
や
新
年
会
な
ど
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
企

画
も
あ
り
ま
す
の
で
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　
３
月
11
日
㈬

　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

▼
場
所　
利
根
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
内
容　

�

懇
談
会

▼
参
加
費　
無
料
（
申
し
込
み
不
要
）

※
イ
ベ
ン
ト
時
は
実
費
負
担
あ
り

�

問
利
根
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
３
１
）

▼
日
時

　3
月
２
日
㈪　
午
前
９
時
～
午
後
１
時

▼�

相
談
内
容

　借
金
問
題
、
離
婚
、
相
続
・
贈
与

の
問
題
、
土
地
（
借
地
）・
建
物
の
ト
ラ
ブ
ル
、

境
界
争
い
、
夫
婦・親
子
な
ど
家
庭
内
の
問
題
、

近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、セ
ク
ハ
ラ
、Ｄ
Ｖ
問
題
、

交
通
事
故
な
ど

▼
相
談
受
付
件
数　
12
件
ま
で（
１
人
20
分
程
度
）

　�相
談
日
前
日
ま
で
の
電
話
予
約
と
し
ま
す
。
た

だ
し
、
当
日
空
き
が
あ
る
場
合
は
、
当
日
も
受

け
付
け
ま
す
。

問
福
祉
課　
社
会
福
祉
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
２
）

相

　談

無
料
法
律
相
談
会

▼
注
意

　

減
免
の
要
件
、
必
要
な
持
ち
物
に
つ
い
て
は
、

土
浦
県
税
事
務
所
ま
で
あ
ら
か
じ
め
必
ず
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
土
浦
県
税
事
務
所
　収
税
第
一
課

　
☎
０
２
９
‐
８
２
２
‐
７
２
０
５

　
令
和
８
年
１
月
１
日
か
ら
運
用
開
始

　
林
野
火
災
注
意
報
・
林
野
火
災
警
報

　
全
国
的
に
野
焼
き
・
た
き
火
・
ご
み
の
焼
却
行

為
な
ど
の
飛
び
火
か
ら
大
規
模
な
火
災
に
発
展
す

る
事
案
が
多
数
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
町
で
も
野
焼
き
な
ど
か
ら
燃
え
広
が
っ

た
火
災
が
多
数
発
生
し
、
建
物
に
被
害
が
拡
大
し

た
例
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
火
災
予

防
条
例
を
改
正
し
、
火
災
発
生
の
危
険
性
が
高
い

と
認
め
ら
れ
る
気
象
条
件
の
際
に
は
、
林
野
火
災

注
意
報
・
林
野
火
災
警
報
を
発
令
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
が
発
令
さ
れ
る
と
、
山
林
・
原
野
な
ど

に
お
い
て
の
火
入
れ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の

他
全
て
の
地
域
の
屋
外
に
お
い
て
、
た
き
火
や
、

野
焼
き
、
煙
火
、
喫
煙
等
の
火
災
予
防
条
例
に
定

め
ら
れ
た
「
火
の
使
用
の
制
限
」
に
従
う
義
務
が

生
じ
ま
す
。

　
皆
さ
ま
の
生
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
稲
敷
地
方
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
ホ
ー
ム　

　
ペ
ー
ジ
：w

w
w
.inashiki-kouiki.jp

問
利
根
消
防
署

　
☎
０
２
９
７
‐
68
‐
３
７
５
５

利
根
消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ


